
神奈川県企業庁△△△水道営業所屋外広告掲出契約書

（案） 

 

 

 神奈川県企業庁△△△水道営業所長 ○△○△○△(以下「甲」という。)と○○○○

○○○○○○○（以下「乙」という。）とは、乙が掲出する屋外広告について、次の各

項により屋外広告掲出契約を締結する。 

 

（総則） 

第 1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、日本国の法令を遵守し、信義を重んじ、誠

実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、屋外広告掲出場所が行政資産の一部であることを常に考慮し、適正に使用す

るよう留意しなければならない。 

３ 乙が、屋外広告の掲出場所の行政財産の目的外使用許可が得られない場合は、本契

約は無効となる。 

４ 履行方法その他の契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書

に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。 

５ この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなけ

ればならない。 

６ この契約に関する訴訟の提起は、甲の所在地を所管する裁判所に行うものとする。 

 

（契約の内容） 

第２条 この契約の内容は次のとおりとする。 

（1）契約の目的   神奈川県企業庁△△△水道営業所における屋外広告の掲出 

（2）広告掲出内容 神奈川県企業庁水道営業所における屋外広告掲出事業者募集

要項（以下「募集要項」という。）のとおり 

 (3) 広告掲出場所 △△△水道営業所（○△×市○△ － － ） 募集要項別

添○のとおり 

 (4) 契約期間   令和８年４月１日から令和△年３月 31日までとする。 

   (5) 契約金額   広告掲出期間の範囲内で、乙が募集した広告主の広告を掲出

する期間の１ヶ月につき金○○○○○円 

            課税事業者（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金○

○○○○円） 

     (6) 契約保証金  神奈川県公営企業財務規程(昭和 42年企業管理規程第 11号)



第 138条第６号の規定に基づき免除する。 

２ 本業務に必要な事項は、この契約書のほか、神奈川県企業庁広告掲載要綱、神奈川

県企業庁広告掲載事務取扱要領、募集要項及び乙から提出された申込等の内容の定め

るところによるものとする。 

 

（屋外広告の作成、掲出及び撤去） 

第３条 乙は、屋外広告を掲出するときは事前に、広告主名、契約期間、広告内容を記

載した書面を甲に提出し、広告主及び広告内容について甲の承認を得なければならず、

甲から必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速やかにこれに応じなけ

ればならない。 

２ 乙は、広告原稿の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ

の他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行

方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

３ 乙は、乙の責任と費用負担において屋外広告の作成、掲出、撤去及び原状回復を行

うものとする。 

 

（掲出した屋外広告の点検及び維持管理） 

第４条 乙は、善良なる管理者の注意を払って次のとおり掲出した屋外広告を維持管理

するものとする。 

２ 乙は、掲出した屋外広告の安全を確保し、公衆に対する危害防止を図るため、乙の

責任において定期的に点検するものとする。 

３ 乙は、甲から臨時に点検を指示された場合は、その指示に従わなければならない。 

 

（屋外広告に関する責任） 

第５条 乙は、甲に対し、乙が作成した屋外広告が法令等に違反せず、いかなる第三者

の権利も侵害するものではないことを保証するものとする。 

２ 乙が作成した屋外広告に関する一切の責任は乙が負うものとし、第三者からの苦情

等何らかの問題が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応しなければならない。 

ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。 

 

（契約更新等） 

第６条 第２条第１項第４号に定める契約期間満了の３ヶ月前までに、甲又は乙のいず

れからも契約を終了させる意思表示がないときは、更に 1年を限度として更新されるも

のとし、更新は〇回までとする。 

 

（契約金額の支払方法） 

相模原水道営業所については、更新上限回数を設定しないため、

当該条項を削除し、以下条項はそれぞれ１条ずつ繰り上げる。 



第７条 乙は、乙が募集した広告主との契約による広告掲出日の属する月からその年度

分の月数に契約金額を乗じた金額（以下「広告掲出料」という。）を、それ以降の年

度分の広告掲出料にあってはその年度当初に、甲が発行する納入通知書により指定す

る期日までに、甲に支払わなければならない。 

 

（契約の効力の遡及） 

第８条 この契約書への甲と乙の記名押印日が第２条に定める契約期間の開始日より

後の日である場合にあっても、本契約の効力は契約期間の開始日から生じるものとす

る。 

 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第９条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た

場合は、この限りではない。 

 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第 10 条 乙は、契約履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は、請

け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでは

ない。 

 

（秘密の保持） 

第 11 条 乙は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らし

てはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。 

 

（配送方法等） 

第 12 条 乙が、自動車を使用して物品等を配送又は運搬する場合は、低公害車（排出

ガスを発生しない自動車又は排出ガスの発生量が相当程度少ないと認められる自動

車で、九都県市指定低公害車等として指定されたものをいう。）の使用及びエコドラ

イブ（アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮した自動車

の使い方をいう。）を実施しなければならない。 

 

（業者調査への協力） 

第 13 条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するために必要があると認め

た場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力

を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じることとし、



この契約の終了後も、終了日の属する神奈川県企業庁の会計年度から６会計年度の間

は、同様とする。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第 14 条 契約の履行及び掲出後の屋外広告に関して第三者の損害を及ぼしたときは、

乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべ

き理由により生じたものについては、甲が負担しなければならない。 

 

（違約金）  

第 15 条 乙は、第３条で定める事項に違反したときは、第７条で定める広告掲出料の

10 分の１に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければなら

ない。ただし、事情やむを得ないものであると甲が認めたときは、この限りではない。 

２ 乙は、第７条で定める広告掲出料、第 20 条第２項で定める費用又は同条第３項で

定める契約金額に相当する額（以下「契約金額等」という。）について、甲が定める

納期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、契

約金額等の金額につき年○○パーセントを乗じて計算した金額の違約金を甲に支払

わなければならない。 

３ 前２項に定める違約金は、違約罰であって、第 21 条に定める損害賠償の予定又は

その一部とはしない。 

 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、本契約に定められた乙の義務に不履行があった場合、又は乙に次の各号の

いずれかに該当する行為又は事実があった場合には、乙に対し催告その他何らの手続を

要することなく、直ちに本契約を解除することができる。 

 (1)  乙の屋外広告の掲出場所の行政財産の目的外使用許可が取り消されたとき。 

(2)  乙が本契約に定める義務に違反したとき。 

(3)  広告掲出料及び使用料その他の債務の支払を、納期限から２か月以上怠っ

たとき。 

(4)  手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分をうけたとき。 

(5)  差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを

受けたとき。 

(6)  破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立て 

をしたとき。 

(7)  甲の書面による承諾なく、乙が２か月以上使用許可場所を使用しないとき。 

(8)  甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

(9)  乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。 



(10)  主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議 

をし、又は事実上営業を停止したとき。 

(11)  資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を 

行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

    (12)  警察本部からの通知に基づき、乙が次のいずれかに該当するとき。   

        ア 乙が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神

奈川県条例第75号。以下、本条及び第18条において、「条例」という。）第２

条第４号に定める暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められたと

き、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第２条第５号に定める暴

力団経営支配法人等と認められたとき。 

イ 乙が、条例第23条第１項に違反したと認められたとき。 

ウ 乙が、条例第23条第２項に違反したと認められたとき。 

エ 乙及び役員等（受注者が個人である場合にはその者を、乙が法人等である場

合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所（常時業務の契約

を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、暴力団員等と密接な関係を

有していると認められたとき。 

オ 委任又は下請負先がアからエまでのいずれかに該当し、甲が乙に当該委任又

は下請負の解除を求めた場合に、乙がこれに従わなかったとき。 
(13) この契約に関して次のいずれかに該当するとき。 

ア 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反したことにより、公正取引委

員会が受注者に対して行う同法第７条第１項又は第２項の規定による命令(こ

れらの命令がされなかった場合にあっては、同法第７条の２第１項の規定によ

る命令)が確定したとき。 

イ 乙を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反し

たことにより、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第８条の２

第１項の規定による命令又は同条第２項において準用する同法第７条第２項の

規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第８条の３

において準用する同法第７条の２第１項の規定による命令（乙に対してされた

ものに限る。））が確定したとき。 

ウ 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）に関して刑法

（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条

第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 



(14) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、既納の広告掲出料を乙に返

還しない。また、乙に損害が生じてもその責を甲は負わないものとする。 

３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の一部を解除する

ことができる。この場合、解除により乙に損害が生じても、甲はその賠償責任を負わな

い。 

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 

(2) 乙が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

４ 第１項第12号の規定に基づいて甲が契約を解除した場合は、乙は、違約金として第７

条で定める広告掲出料の10分の１に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

 ５ 乙は、第１項第 13号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問

わずに、賠償金として、第７条で定める広告掲出料の 100分の 15に相当する額を甲の

指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。た

だし、甲が賠償金の支払いを必要と認めない場合は、賠償金の支払いを要しない。なお、

甲に生じた実際の損害額が本項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲が

その超過分につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（賠償金の徴収） 
第 17条  乙がこの契約に基づく賠償金を甲が指定した期間内に支払わないときは、甲

は、甲が指定した期間の翌日から起算して、乙が賠償金等を納付した日までの日数１

日につき、賠償金の額に年○○パーセントの割合で計算した額を、賠償金の額に加え

て徴収する。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第 18 条 乙は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団又は暴力団

員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に

通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 乙は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合

は、甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨

を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければ

ならない。 

４ 乙は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、

甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

 



（屋外広告掲出場所の明け渡し） 

第 19 条 契約期間が満了したとき又は第 16条の規定により契約を解除したときは、乙

は、直ちに屋外広告を撤去し、屋外広告掲出場所を甲に明け渡さなければならない。 

 

（原状回復義務） 

第 20 条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において屋外広告

掲出場所を原状に回復しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときは、こ

の限りではない。 

(1)  乙の責に帰すべき事由により、屋外広告掲載場所を滅失又は毀損したとき。 

(2) 前条の規定により、屋外広告掲出場所を甲に明け渡すとき。 

２ 甲は、乙が前項の義務を履行しないときは、屋外広告掲出場所を原状に回復し、乙

からその費用を徴収することができる。 

３ 乙は、前２項の場合において、第１項ただし書の規定による場合を除き、契約期間

が満了した日又は契約が解除された日の翌日から、乙又は甲が屋外広告掲出場所を

原状に回復し甲に明け渡した日までの日数に応じ、第２条第１項第５号で定める契

約金額に相当する金額を甲に納付しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 21 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

 

（契約の費用） 

第 22 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担となる。 

 

（重要事項の変更届出） 

第 23 条 乙は、乙の定款その他これに相当するもの、主たる事務所の所在地、代表者

及び役員等に変更があったときは、遅滞なく甲に書面により届け出なければならな

い。 

 

（疑義の決定） 

第 24 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、

甲と乙とが協議の上、決定するものとする。 

 

 

 

 



 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲と乙が両者記名押印のうえ、

各自その１通を所持するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                    甲  ○○○○○○○○○○○○○○ 

神奈川県企業庁△△△水道営業所 

所 長 ○△○△○△○△ 

 

                    乙  

 

 

※契約書（案）は、一部内容を変更する場合があります。 


